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11.. ははじじめめにに

静岡市では、都市部における雨水対策事業として、おおむね７年に１度（時

間雨量６７ｍｍ）の降雨に対応できるようにするため、市が管理している河川

や下水道の幹線、ポンプ場などの基幹施設の整備を雨水総合排水計画に基づき

進めてきました。

しかし、近年の都市化の進展に伴う雨水流出量の増大によって、河川や下水

道の未整備の地区だけでなく、整備が進んでいる地区でも浸水被害が発生する

ようになっています。特に平成１５年７月と１６年６月には２年連続で計画を

超える雨（超過降雨）が局所的かつ短時間に集中して降り、さらに大きな範囲

で浸水被害が発生しました。

このような状況を踏まえ、市は従来の雨水総合排水計画を着実に進めること

に加え、公共公益施設等を利用した雨水の流出抑制を進めるとともに、市民の

みなさまにもご協力をいただき、共に雨水対策を進めていくことが浸水被害の

早期軽減につながるという方針のもと、平成１８年 2 月に「浸水対策推進プラ

ン」を策定しました。

先の平成２６年１０月の台風１８号では、平成１６年以来の大きな被害が発

生し、特に巴川流域で床上、床下浸水等、甚大な被害が発生しましたが、プラ

ンを検証し、これまでに進めてきた対策効果の発現を確認することができたこ

とを受け、実施している整備を着実に進めるため、市の重点プロジェクトに位

置付け、プラン第３期（H27～H30）計画を策定しました。

平成３０年７月の西日本豪雨など、近年頻発している激甚な浸水被害に対し、

防災・減災、国土強靭のための３か年緊急対策を重点的に推進していくなか、

本市としても継続して市の重点プロジェクトに位置付け、プラン第４期（H31

～H34）計画を策定しました。

今後とも、「災害に強く安心、安全に暮らせるまち」を目指し、市民の大切な

生命と財産を守るため、浸水対策推進プランに基づき、対策メニューを市民の

みなさまとともに進め、浸水被害の早期軽減に取り組んでいきます。
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22.. 浸浸水水対対策策推推進進ププラランン

2.1. 経緯と概要

平成 15、16 年と２年連続で大きな浸水被害が市内各地に発生したことを受け、

平成 16 年 8 月に静岡市浸水被害対策検討委員会を設置し、本委員会で浸水対策

を推進するための方針、計画（静岡市浸水対策推進プラン）を策定した。

平成１６年８月 静岡市浸水被害対策検討委員会の設置

浸水対策の基本方針 

① 静岡市雨水総合排水計画に基づく整備の推進 

② 雨水流出抑制対策の推進 

③ 超過降雨への対応 

④ 一、二級河川の整備促進 

浸水対策地区の位置付け 

平成元年～１６年度までの浸水被害履歴から市内４１の地区を浸水対策地区に

位置付け、重点投資による浸水対策を推進する。

静岡市浸水対策推進プラン

● 浸水対策施設整備計画 

浸水対策地区 41 地区に対し重点投

資による対策の推進 

● 流出抑制対策重点地区実施計画 

流出抑制対策重点地区として巴川流

域、下川原、登呂の３地区を指定し、市

所管施設へ貯留施設を計画的に整備 

● 補助制度拡充の検討 

浸透施設、貯留タンク、不用浄化槽転

用施設の設置に対する補助 

（併せて市民の浸水対策意識の啓発） 

 河川・下水道の排水施設増強 

 雨水総合排水計画に基づくおお

むね７年に１度の雨に対する整備

メニュー１

基幹施設対策

雨水貯留・浸透施設の設置 

→ 要綱の制定・改定
メニュー２

雨水流出抑制

対策 他公共施設 → 協力依頼

平行して整備 

メニュー３

超過降雨 

への対応 

メニュー２の推進 

事前の情報提供による自助の 

促進等 

フォローアップ 

（プラン推進の検証等）

市所管施設 → 計画的設置

大規模民間施設 → 指導

各戸 → 設置促進

浸水対策の基本施策
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2.2. 浸水対策の基本方針

浸水対策は、次の４点を基本方針とする。

① 静岡市雨水総合排水計画に基づく整備の推進

雨水排水の基幹的施設は、河川および下水道の排水施設であること

から、速やかに雨水を排水するための流下・排水施設を雨水総合排水

計画※に基づき整備する。なお、計画降雨は次のとおりとする。

 普通河川：5年確率降雨（時間雨量 63mm） 

 準用河川：5～10 年確率降雨（時間雨量 63mm～73mm） 

 下水道 ：7年確率降雨（時間雨量 67mm） 

なお、施設整備概成後、長期間が経過しているものについては、市

街化の進行に伴う流出係数の増大等も考えられるため、計画の見直し

を実施し、必要な施設整備を補足する。

※ 雨水総合排水計画：河川、下水道における雨水排水整備の基本となる計画

  旧計画：Ｓ４７年度策定

  現計画：Ｈ１０～１６年度策定

② 雨水流出抑制対策の推進

河川や下水道の基幹施設整備には、多大な費用と時間を要すること

から、併せて雨水流出抑制対策を実施することにより着実な浸水被害

の早期軽減を図る。

雨水流出抑制対策では、市所管施設への貯留・浸透施設の設置の他、

国、県、その他の公共団体への施設設置の協力依頼、大規模民間施設

（開発行為）への指導、ならびに各戸貯留・浸透施設等の設置促進を

行う。

③ 超過降雨への対応

基幹施設の整備が概成した地区においても、近年の集中豪雨により

大きな浸水被害が発生している。この様な地区については雨水流出抑

制対策を推進する他、浸水シミュレーションなどにより、超過降雨に

おける浸水状況の把握を行い、浸水想定区域を市民に事前に情報提供

し、自助を促すこと等により浸水被害の軽減を図る。

④ 一、二級河川の整備促進

市所管の河川ならびに下水道の流出先である国、県が管理する一、

二級河川について、未整備区間の事業促進や概成した河川の整備水準

の向上をお願いする。
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2.3. 浸水対策地区の位置付け

平成元年度～平成 16 年度までの浸水被害履歴から、市内 41 の地区を浸水対

策地区と位置付け、雨水総合排水計画の重点的実施区域とした。

浸水対策地区として位置付けた 41 地区は図 1 に示すとおり。

なお、浸水対策の主務部局を河川部局と下水道部局に区分した上で、今後も

協力体制のもと浸水被害の軽減に取り組む。

2.4. 計画期間

浸水被害の甚大さ、対策に対するニーズ、ならびに各種事業計画の策定期間

等を考慮し、計画期間を以下のとおりとする。

 第１期：平成１７年度～平成２１年度の５ヵ年

 第２期：平成２２年度～平成２６年度の５ヵ年

 第３期：平成２７年度～平成３０年度の４ヵ年

 第４期：平成３１年度(2019 年度)～平成３４年度(2022 年度)の４ヵ年

 残事業：平成３５年度(2023 年度)～
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図 1 浸水対策地区位置図 

１：押切、石川新町 

２：高橋２・３丁目、飯田町 

３：追分２丁目 

４：永楽町、江尻台町 

５：幸町 

６：川岸町、渋川 

７：北脇、能島、吉川 

８：船原１丁目、有東坂２丁目

９：江尻町、銀座 

１０：鳥坂 

１１：長崎新田 

１２：緑が丘町 

１３：駒越 

１４：折戸 

１５：馬走 

１６：柏尾 

１７：駒越北町 

１８：三保 

１：下川原 

２：登呂４・５丁目 

３：西島、下島 

４：小坂 

５：丸子芹ケ谷 

６：広野 

７：寺田 

８：手越、向敷地 

９：石部 

１０：小鹿３丁目 

１１：中島 

１２：豊田２・３丁目 

１：唐瀬、岳美 

２：羽鳥、建穂 

３：城北２丁目 

４：大岩３丁目 

５：新伝馬３丁目 

６：牧ケ谷 

７：瓦場町 

８：長沼２・３丁目 

９：春日２・３丁目 

１０：瀬名川３丁目 

１１：宮前町 

葵１

葵２

葵３

葵４

駿１

駿１０

清１

清１０

葵５

葵６

葵７

葵８

葵９

葵１０

葵１１

駿２

駿３

駿４

駿５

駿６

駿７

駿８

駿９

駿１１

駿１２

清２

清３

清４

清５

清６
清７

清８

清９

清１１

清１２

清１３

清１４

清１５

清１６

清１７

清１８

葵区

駿河区

清水区

葵 区 
駿 河 区 

清 水 区 

浸水対策地区位置図
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2.5. 施設の整備水準と役割分担の考え方

降雨の大きさと、施設の整備水準と役割分担のイメージは、図 2 に示すとおりであり、

基幹施設対策としては、おおむね７年に１度の降雨まで対応（1／7 対応）し、併せて雨水

流出抑制対策で整備する貯留施設等で超過降雨に対する浸水被害を軽減する。

なお、雨水流出抑制対策施設は、計画期間の中間年次においては、基幹施設対策が完了

していないため、基幹施設（現況と 1／7 の差の一部）を補完する役割を担うが、同最終

年次には、1／7 を超過した降雨に対応する施設となる。

さらに、将来計画では河川、下水道の貯留施設等の設置により整備水準をおおむね１０

年に１度（時間 73ｍｍ）を目標とする。ただし、この目標を超えた降雨の場合には一部浸

水被害の発生が予想される。

整
備
施
設
の
イ
メ
ー
ジ

分
担
イ
メ
ー
ジ
と
、
浸
水
被
害

降
雨
と
整
備
施
設
の

図 2 施設の整備水準及び役割分担と浸水被害 

分
担
と
浸
水
被
害
の
大
き
さ

施
設
の
整
備
水
準
及
び
役
割
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2.6. 対策の骨子

(１)基幹施設対策（メニュー１）【建設局、上下水道局】

● 平成元年～16 年度までの浸水被害履歴から、市内 41 の地区を浸水対策地区として位

置付け、静岡市雨水総合排水計画に基づく河川・下水道などの基幹施設を重点投資に

より推進する。 

● 浸水対策施設整備実施計画 

第１期

(H17～

H21)

第２期

(H22～

H26)

第３期

(H27～

H30)
合計

第４期

(H31(2019) 

～H34(2022))

残事業

(H35(2023)～) 
総計

事業費 (億円) 73 136 117 326 126 207 659

対策完了地区数 10 6 8 24 4 13 41 

※ すべての地区について対策を着手することを前提に河川、下水道部局協力体制のもと、効率的効果

的な整備を行う。 

※ 第３期以降の事業費と対策完了地区数は現時点で見込まれる数値であり、今後変動することがあり

ます。なお、第２期迄の数値は実績です。 

(２) 雨水流出抑制対策（メニュー２）【都市局、教育局、建設局、上下水道局】 

① 公共公益施設等への貯留・浸透施設の設置の推進

● 市所管施設、国県その他の公共団体、民間施設に対し、対策を促すとともに、甚大な

被害が発生している３つの地区（巴川流域地区、下川原地区、登呂地区）を重点地区

に指定し、市所管施設への対策を計画的に実施する。 

● 雨水流出抑制対策重点地区実施計画（市所管施設） 

第１期

(H17～

H21)

第２期

(H22～

H26)

第３期

(H27～

H30)

合計

第４期

(H31(2019) 

～H34(2022))

残事業

(H35(2023)～)
総計

事業費(億円) 7.0 11.1 4.2 22.3 4.8 33.7 60.8

施設数(学校、公園

ほか)
15 13 7 35 6 73 114

※ 第３期以降事業費と施設数は現時点で見込まれる数値であり、今後変動することがあります。なお、

第２期迄の数値は実績です。 

② 各戸貯留・浸透施設の設置促進

● 雨水流出抑制の全市的な取組みの一環として、要綱に基づき各戸貯留浸透施設の整備

を促進する。 

● 併せて市民の浸水対策に対する意識の啓発を促す。 

● 各戸貯留・浸透施設整備に対する補助制度の拡充の検討。 

＜雨水浸透施設／雨水貯留タンク／不用浄化槽転用施設など＞ 
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(３) 超過降雨への対応（メニュー３）【総務局、建設局、上下水道局】 

● 流出解析などで超過降雨時の浸水状況等を把握し、ハザードマップを作成・配布する

ことで、市民の防災意識の向上を図る。また出水時の水害危険性の周知のため、水位

計や量水標を設置し、情報提供を行い、自助を促すこと等により浸水被害の軽減を図

る。 

2.6.1. 基幹施設対策（メニュー１）【建設局、上下水道局】

(1) 対策施設

基幹施設対策では、「雨水総合排水計画」に基づき、おおむね、7 年に１度の降雨（時

間雨量 67mm）に対し、浸水が生じないための施設整備を進める。 

また、整備する施設はおおむね次のとおりとする。

表 1 基幹施設対策における対策施設 

根幹的施設 排水施設等の改善など

河 川 河川の改修

貯留施設 等

ボトルネックの解消

側溝改良

雨水ますの増設下水道 雨水幹線

ポンプ施設 等

(2) 実施時期と事業費

対策完了時期ごとの地区数ならびに期別事業費を表 2 に示す。

表 2 対策完了時期ごとの地区数ならびに期別事業費 

完了区分 地区数

事業費(億円)

第 1 期

(H17 

-H21)

第 2 期

(H22 

-H26)

第 3 期

(H27 

-H30) 

第 4 期

(H31-H34) 

(2019-2022) 

残事業

(H35～ ) 

(2023～ )

合計

第 1期完了箇所 10 24 － － － － 24 

第 2期完了箇所 6 11 16 － － － 27 

第 3期完了箇所 8 12 51 19 － － 82 

第 4期完了箇所 4 1 15 59 65 － 140 

H35(2023)年～

完了箇所

13 25 54 39 61 207 386 

合 計 41 73 136 117 126 207 659 

※ 第３期以降の事業費と対策完了地区数は現時点で見込まれる数値であり、今後変動することがあり

ます。なお、第２期迄の数値は実績です。 
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(3) 浸水対策施設整備実施計画

行政区ごとの地区別浸水対策施設整備実施計画を、表 3～表 5に示す。 

9



10
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2.6.2. 雨水流出抑制対策（メニュー２）

【都市局、教育局、建設局、上下水道局】

(1) 雨水流出抑制対策

雨水流出抑制対策は、図 3 に示すように、河川や下水道で従来から行ってき

た流下・排水施設だけでは排水しきれない雨水を、河川や下水道の施設に入る

前に一時的に貯留、または地下に浸透させる施設を設置することである。

河川や下水道に入る雨水を少なくできるため、浸水被害を軽減する効果があ

る。

雨量：１００

河川＋下水道：６０

河川
下水道

地下浸透など

：４０

たとえば、
雨水流出抑制：５

雨量：１００

河川＋下水道：７０

貯留施設
（現地貯留）

公共公益
施設内

河川
下水道

各戸
貯留
・浸透

その他：７５
地下浸透など

：２５

宅地化等の
進展により減少

図 3 雨水流出抑制対策施設のイメージ図 

雨水流出抑制施設の設置

※ 数値は旧雨水総合排水 

計画における平均的な値 

※ 数値は現雨水総合排水 

計画における平均的な値 
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(2) 流出抑制の対象と対策

雨水流出抑制対策では、①市所管施設における貯留・浸透施設の整備、②市

所管施設以外の公共公益施設における貯留・浸透施設の整備に対する協力依頼、

③大規模民間施設における貯留・浸透施設の設置指導、ならびに④各戸貯留・

浸透施設の設置促進を行う（表 3、表 4 参照）。

表 3 流出抑制の対象と対策 

対象（設置場所） 対策方法（市の取り組み） 備考

①市所管施設 貯留・浸透施設の設置 －

②市所管以外の
 公共公益施設

貯留・浸透施設の設置の協力依頼 －

③大規模民間施設 貯留・浸透施設の設置の指導
市街化区域  ：1,000ｍ2以上

市街化調整区域：  500ｍ2以上

④各戸 貯留・浸透施設の設置の促進 補助制度の拡充の検討

表 4 対策施設の事例等 

設置場所 対策施設例 具体的イメージ

①市所管施設 校庭貯留

④各戸 雨水浸透施設

(現行補助制度)

A 型

B 型

市立竜南小学校の事例（平成 26 年 10 月台風 18 号）

（グラウンド）
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(3) 雨水流出抑制対策の推進に向けて

雨水流出抑制対策の確実な推進のため、『静岡市雨水流出抑制対策要綱』を制

定する。

また、各戸における貯留・浸透施設の設置促進のため、『静岡市雨水貯留浸透

施設整備事業費補助金交付要綱』の改訂（補助制度の拡充）を行う。

(4) 雨水流出抑制対策重点地区の指定

『静岡市雨水流出抑制対策要綱』に基づき、以下の理由により３地区を雨水

流出抑制対策重点地区に指定し、市所管施設について計画的に対策施設の整備

を行う。

なお、市所管施設以外の公共公益施設、大規模民間施設及び各戸における貯

留・浸透施設の設置についてもそれぞれ協力依頼、指導、促進を行う。

重点地区位置図を図 4 に示す。

(5) 雨水流出抑制対策重点地区実施計画（市所管施設）

計画の概要を表 5 に示す。

表 5 雨水流出抑制対策重点地区実施計画（市所管施設） 

第１期

(H17～
H21)

第２期

(H22～
H26)

第３期

(H27～
H30)

合計

第４期

(H31(2019) 

～H34(2022))

残事業

(H35(2023)～)
総計

事業費(億円) 7.0 11.1 4.2 22.3 4.8 33.7 60.8

施設数(学校、公園

ほか)
15 13 7 35 6 73 114

※ 第３期以降の事業費と施設数は現時点で見込まれる数値であり、今後変動することが

あります。なお、第２期迄の数値は実績です。

・従来から『巴川新流域整備計画』に基づ

き、対策を実施してきた地区
→ ① 巴川流域地区

・特に浸水被害の規模が大きい地区の内、

浸水地区周辺に公共公益施設が存在し、

流出抑制効果が期待できる地区

→
② 下川原地区

③ 登呂地区
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図 4 流出抑制対策重点地区位置図 

葵区

駿河区

清水区

雨水流出抑制対策 重点地区位置図

重点地区①：巴川流域地区

1

3

2

重点地区③：登呂地区

重点地区②：下川原地区

※重点地区とは

雨水流出抑制対策を重点的に実施する地区です。

市所管施設については、計画的に貯留施設の設置を行います。
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2.6.3. 超過降雨への対応（メニュー３）【総務局、建設局、上下水道局】

(1) ハザードマップ

大規模河川が決壊した場合や内水氾濫で想定される浸水被害の状況をそれぞれ示すハザ

ードマップを作成し、平時における防災の備えとして活用してもらうため、対象地域の市

民に配布する。市政出前講座などの広報活動を行う。 

(2) 水害危険性の周知

日頃より地域住民の河川に対する防災意識を持ってもらい、豪雨時には水位情報を取得

するため、市管理の主要河川に量水標や水位計の設置を行う。
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2.7. 浸水対策推進プランの効果

(浸水対策地区 41 地区を位置付ける) 


